
年度

（D）-１主な重点取組に対する狛江市地
域共生社会推進会議における評価

（D）-２主な重点取組に対する
狛江市地域共生社会推進会議における意見

（D）-３主な重点取組に対する
狛江市地域共生社会推進会議からの意見

について
担当課からの回答

（E）狛江市地域共生社会推進会議における評価に
対する

市民福祉推進委員会等からの評価及び
次年度に向けた意見

←

←

事業（取組）内容
担当課による進捗状況

評価（当初）

将来ニーズ動向を踏まえた施設
整備の必要性を検討

現状の施設ニーズについて調
査・分析の実施

審査会部会長会及び調査員定例
会での共有

調査票点検の実施

認定調査の一部委託からの全面
委託化に向けた準備・検討

認定審査会のペーパーレス化の
検討

ケアプラン点検の実施

ケアプラン点検研修の開催

医療情報との突合点検の実施

縦覧点検の実施

適正な指導検査を実施するため
都への職員研修派遣

指導検査の実施

4-10-
2

施設・事業所の感染症対策の推
進

事業者支援のための感染症対策
の情報提供等の支援

Ｂ：現状維持 Ｂ：現状維持

（再掲）研修受講費の助成

（再掲）新たな助成・支援対策
の検討及び実施

5-6-1
主任介護支援専門員を対象とし
た障がい福祉制度の勉強会等の
実施

主任介護支援専門員で構成する
連絡会での研修を実施

Ｂ：現状維持 Ｂ：現状維持

5-6-2
障がいサービス事業所と介護保
険サービス事業所の交流機会の
創出

障がいサービス事業所と介護保
険サービス事業所の交流機会の
検討

Ａ：進捗している Ａ：進捗している

①障がい支援者の事例検討会の際に介護支援者への
参加呼びかけを行ったり、その逆をしたりして、交
流が定着していくことが望ましい。

5-7-1 各種連絡会の開催
各サービス事業者との交流機会
の検討

Ｂ：現状維持 Ｂ：現状維持

5-7-2
介護関係者サイト「ケア倶楽
部」を通じた介護関係情報の共
有

ケア倶楽部を通じた情報発信の
一元化に向けた検討

Ｂ：現状維持 Ｂ：現状維持

①ケア倶楽部はメール発信があることで内容を
チェックできている現状のため、引き続きメール発
信をすることが必要。

5-7-3 国等の介護情報基盤整備に伴う
対応

電子申請届出システムによる届
出の統一化

Ｂ：現状維持 Ｂ：現状維持

5-7-4 介護事故情報の共有 事故報告情報の共有 Ｂ：現状維持 Ｂ：現状維持

令和７(2025）

(A)基本目標 （B）施策 （C）重点取組及び事業（取組）内容

目的 手段

目的 手段

重点取組

狛江市第１次地域共生社会推進基本計画実施計画（委員会等評価シート）評価の内容について

４－８
…狛江市障がい者計画・第７
期障がい福祉計画・第３期障
がい児福祉計画

4-8-1
小規模多機能型居宅介護または
看護小規模多機能型居宅介護の
整備の検討

Ｂ：現状維持 Ｂ：現状維持

①応募に至らなかったのでC評価の方が良いのでは
ないか。

①（高齢障がい課）
他自治体での運営事業者に個別周知を行
い、事業者等からの問合せや面会相談の
機会があったことで整備に対する具体的
課題を把握できた。第９期計画期間（R6-
8）での施設整備を目指した募集であり、
取組みとしての評価は「Ｂ：現状維持」
が適当と考える。

4-9-1 要介護認定の適正化と事務の効
率化の推進

Ｂ：現状維持 Ｂ：現状維持

4-9-2 ケアプラン等の点検の実施 Ａ：進捗している Ａ：進捗している

①目標値：「10回」に対し実績値：「10回」のた
め、B評価が妥当ではないか。

①（高齢障がい課）
目標（値）を２回（R6）から10回（R7）
に上方設定し10回実施したこと、また、
委託により専門的かつ具体的な方法で実
施できたことから、「Ａ：進捗してい
る」と評価した。

4-9-3 医療情報との突合・縦覧点検の
実施

Ｂ：現状維持 Ａ：進捗している

①突合点検の目標値：「10件以上」に対し実績値：
「85件」のため、A評価で良いのではないか。

①（高齢障がい課）
「医療情報との突合点検の実施」の【進
捗状況評価】を「Ａ：進捗している」に
修正
【全体の進捗状況評価】を「Ａ：進捗し
ている」に修正

４－10
…狛江市障がい者計画・第７
期障がい福祉計画・第３期障
がい児福祉計画

4-10-
1

介護施設・事業所の指導検査の
実施

Ｂ：現状維持 Ｂ：現状維持

4-10-
3

（再掲）介護人材確保対策の推
進

Ｃ：あまり進捗してい
ない

Ｃ：あまり進捗していない

5

多
機
関
で
協
働
し
て
支
援
に
当
た
る
体
制
の
構
築

５－６
…狛江市障がい者計画・第７
期障がい福祉計画・第３期障
がい児福祉計画

５－７
…狛江市障がい者計画・第７
期障がい福祉計画・第３期障
がい児福祉計画

4

総
合
的
で
切
れ
目
の
な
い
生
活
支
援
シ
ス
テ
ム
づ
く
り

４－９
…狛江市障がい者計画・第７
期障がい福祉計画・第３期障
がい児福祉計画

資料７－２

１．（Ｄ）－１
各取組Ｎｏ．の「進捗結果」において評価を行ったものを元
に（Ｃ）を作成。担当課の評価「④」について評価の見直し
が必要と地域共生社会推進会議で助言されたものを、担当課
において再度評価の見直しの有無について検討を行ったうえ
で【市の実施計画の評価】「⑤」とした。

２．（Ｄ）－２
評価の見直しが必要と地域共生社会推進会議で助言が出され
た取組Ｎｏ．ついて、「⑤」の見直しの有無に関わらず助言
内容を記載。また、内容に関する質問等を記載した。

３．（Ｄ）－３
（Ｄ）－２で出された助言に対する担当課からの回答を記載。
協議会では（Ｄ）欄を参照のうえ、評価が適正かどうかのご
判断を（Ｅ）欄「⑥」に選択いただくとともに、必要に応じ
て資料７－３に各取組Ｎｏ．ごとに助言をいただくものとな
ります。
（「⑥」の選択項目は、「評価のとおり。」「評価のとおり（目
標値には達しているが取組に関して見直しが必要）」「異なる評
価とする。」となっております。）

⑥⑤④③②①


